
前橋市公共下水道計画区域外汚水の流入に関する取扱要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、前橋市公共下水道計画区域（下水道法施行令「昭和３４年４月２２

日政令第１４７号」第３条の予定処理区域をいう。）外の汚水の流入（以下「区域外流入」

という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （申請） 

第２条 区域外流入をしようとする者（以下「申請者」という。）は、前橋市公営企業管理

者（以下「管理者」という。）に申請し、許可を得なければならない。 

２ 前項の申請は、前橋市公共下水道計画区域外汚水の流入許可申請書（様式第１号）に

よるものとし、必要な書類を添付しなければならない。 

３ 申請者以外の者が申請をする場合は、代理人を定めて区域外流入の申請における代理

人届出書（様式第２号）を管理者に提出しなければならない。 

 

 （許可） 

第３条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、次の各号に掲げる内容のほか必要な

事項を審査し、相当と認める場合は、汚水の流入及び、前橋市公共下水道条例（昭和３

７年１２月２０日条例第５４号）第２４条第１項に基づき、これに必要な下水道施設の

設置に係る工事の施工について、必要な条件を付し許可することができる。 

（１）申請者の計画汚水排出量が、排出先の公共下水道等において、その施設能力に支障

を及ぼさないこと。 

（２）前橋市公共下水道全体計画区域に含まれる土地又は、公共下水道本管（人孔を含む。

以下「本管」という。）の埋設道路に沿接する土地からの流入であること。 

（３）地域の環境が改善されること。 

（４）公共用水域の水質が保全されること。 

２ 管理者は、前項による許可をしたときは、申請者へ許可書を送付する。 

 

 （工事の施工） 

第４条 申請者は、前条第１項の許可に係る工事（以下「工事」という。）を施工するとき

は、工事の着手前に工事着手届（様式第３号）を管理者に提出しなければならない。 

２ 工事は、次の各号に掲げる者でなければ施工することができない。 

（１）本管の設置を伴う工事を施工する場合は、前橋市建設工事入札参加資格審査要領第

３条による建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札の入札参加資格において、

土木一式工事の認定を受けた者。 

（２）取付管の設置のみを行う工事を施工する場合は、前号による者又は、管理者の指定

を受けた排水設備指定工事店。 

 

（費用の負担） 

第５条 申請及び工事に要する費用は、申請者の負担とする。 



 

（工事の完了） 

第６条 申請者は、工事が完了したときは、工事完了の日から５日以内（工事完了日を含

む。）に工事完了届（様式第４号）を管理者に提出し、前橋市（以下「市」という。）の

検査を受けなければならない。 

２ 検査は市の検査員が行い、検査を完了したときは、検査調書（様式第５号）を作成し

管理者へ提出する。 

３ 管理者は、検査調書が提出された場合、申請者に対しその検査結果を検査結果通知書

（様式第６号）により通知する。 

 

 （施設の寄附） 

第７条 申請者は、工事により設置した下水道施設を市へ寄附することを原則とする。 

２ 市は、前項による寄附の申し込みがあった場合は、下水道施設の寄附に関する取扱要

綱に基づき寄附を受け入れるものとする。 

 

 （受益者負担金相当額又は分担金相当額の納付） 

第８条 申請者は、利用する土地の区分により、次の各号に掲げる金額を納付しなければ

ならない。 

（１）前橋都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５５年３月２１日条例第 

１４号）第３条に規定する受益者負担金に相当する額。 

（２）前橋市公共下水道事業分担金条例（平成９年３月３１日条例第２８号）第４条に規

定する分担金に相当する額。                          

（３）前橋市大胡都市計画及び宮城都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成 

１６年９月１５日条例第３２号）第３条に規定する受益者負担金に相当する額。 

（４）前橋市宮城地区公共下水道事業分担金条例（平成１８年３月２９日条例第２０号）

第４条に規定する分担金に相当する額。 

（５）前橋市富士見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成２１年３月３０日

条例第１７号）第３条に規定する受益者負担金に相当する額。 

（６）前橋市富士見地区公共下水道事業分担金条例（平成２１年３月３０日条例第１８号）

第４条に規定する分担金に相当する額。 

２ 前項各号に掲げる金額は、申請時において最も新しい時期に決定された単位負担金額

又は単位分担金額により算定する。 

３ 第１項の金額は、工事完了後すみやかに納付するものとする。ただし、工事完成前に

第３条第１項による許可を受けた土地に係る排水設備工事を行う場合は、排水設備確認

申請書を提出する前に納付するものとする。 

 

（受益者負担金又は分担金の免除） 

第９条 前条第１項による受益者負担金相当額又は分担金相当額を納付した区域が、賦課

の対象区域となったときは、当該区域に賦課する受益者負担金又は分担金を免除する。 

 



 （補則） 

第１０条 この要綱の定めない事項については、そのつど管理者が定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 



様式第１号 

 

前橋市公共下水道計画区域外汚水の流入許可申請書 
 

年  月  日  

 

（あて先）前橋市公営企業管理者 

 

住 所                  

申請者                      

氏 名               印  

電 話                  

 

 

 次のとおり前橋市公共下水道計画区域外の汚水を前橋市公共下水道へ接続、放流した

いので、申請します。 

 なお、本申請により設置した下水道施設は、前橋市に寄附します。 

 

申 請 場 所 前橋市 

申 請 理 由  

下水道施設 

設置の有無 
有（本管、人孔、取付管、その他施設）   無 

工事施工者名 

住 所 

 

氏 名 

 

連絡先 

予定工事期間     年  月  日から    年  月  日まで 

添 付 書 類 

・位置図 

・計画平面、縦断図 

・施設構造図 

・公図の写し 

・登記簿謄本の写し 

・関係者の同意書 

・開発行為許可通知書の写し（許可を必要とする開発行為の場合） 

・代理人届出書（様式第２号） 

・その他（                          ） 

 

 



様式第２号 

 

区域外流入の申請における代理人届出書 
 

 

    年  月  日  

 

 

（あて先）前橋市公営企業管理者 

 

 

住 所                   

 

氏 名                印  

 

 

 

 下記の者を区域外流入の申請における代理人と定め届け出ます。 

 

代 理 人 

住 所  

氏 名  

連絡先  

 



様式第３号 

 

工 事 着 手 届 
 

年  月  日  

 

（あて先）前橋市公営企業管理者 

 

住 所                  

 

氏 名               印  

 

 

 次の工事に着手したいので届け出ます。 

 

許 可 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 
    年  月  日 前橋市水道局指令第   号 

工 事 の 場 所  

工 事 の 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

工事着手予定年月日     年  月  日 

施 工 者 名 

住 所 

 

 

氏 名 

 

 

連絡先 

現 場 監 督 又 は 

現 場 責 任 者 氏 名 
 

そ の 他  

 



様式第４号 

 

工 事 完 了 届 
 

年  月  日  

 

（あて先）前橋市公営企業管理者 

 

住 所                  

 

氏 名               印  

 

 

 次の工事が完了したので届け出ます。 

 

許可年月日及び 

許 可 番 号 
    年  月  日 前橋市水道局指令第   号 

工 事 の 場 所  

工 事 の 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

工事完了年月日     年  月  日 

工 事 内 容 添付図書のとおり 

添 付 図 書 
平面図、縦断図、出来形管理表、工事記録写真 

その他（                          ） 

そ の 他  

 



様式第５号 

 

決 

 

裁 

課 長 

 
 

検 査 調 書 

許 可 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 
    年  月  日 前橋市水道局指令第   号 

工 事 の 場 所  

施 工 者 名  

工 事 の 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

検 査 年 月 日     年  月  日 

再 検 査 年 月 日     年  月  日 

検 査 結 果  

検 査 意 見  

 

上記のとおり検査をしました。 

 

    年  月  日 

 

前橋市公営企業管理者          様 

 

検査員職氏名              印  

 

 



様式第６号 

 
検 査 結 果 通 知 書 

 

年  月  日  

 

             様 

 

前橋市公営企業管理者              

 

 

下記の工事は、完了検査の結果、合格したので通知します。 

許 可 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 
    年  月  日 前橋市水道局指令第   号 

工 事 の 場 所  

施 工 者 名  

工 事 の 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

工 事 完 成 年 月 日     年  月  日 

検 査 年 月 日     年  月  日 

再 検 査 年 月 日     年  月  日 

備 考  

 


